
 

 

自然体験活動の楽しさを伝えることができ、青少年教育施

設におけるボランティア活動をリードできる大学生や高校

生を育てます。 

法人ボランティアって何？ 

国立青少年教育振興機構の施設でボランティアするときには、ボランティアとして必要な知識・技術

を習得するための養成研修を受け、「法人ボランティア」として登録する必要があります。 

 

 法人ボランティアに登録すると・・・ 

国立乗鞍青少年交流の家をはじめ、全国２８施設でのボランティア活動が可能となります。 

また、法人ボランティアとして活動した際には、「旅費」（自宅から施設までの交通費の補助）

を支給します。 

法人ボランティアになるためには 

法人ボランティアになるためには、国立青少年教育施設で実施されるボランティア養成研修を受講することが必要

です。 

当施設では、５月中旬に法人ボランティア養成セミナーを開催します。開催要項は「イベントページ」にあります！ 

ボランティア養成事業 実践研究事業 親子・幼児対象事業 ボランティア自主企画事業 

【お問い合わせ】  標高 1，510ｍ さわやかな自然を感じたよ。 

独立行政法人国立青少年教育振興機構  

国立乗鞍青少年交流の家  

 

〒506-0815 岐阜県高山市岩井町 913-13 

 E-Mail：norikura-sen@niye.go.jp 

TEL ０５７７－３１－１０１４  

  FAX ０５７７－３１－１０２５ 

 


